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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 33 年年度度当当初初予予算算））  
 
 

 

 

○ 歳入総額、歳出総額、（参考）歳出純計額 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

9,318（▲11,422） 9,318（▲11,422） 7,715（▲9,308） 

 

○ 歳入・歳出の内容                           （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

復興特別所得税 3,920  

（▲191） 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平 23 法 117。以

下「復興財源確保法」といいます。）に基づく、復興特別所得

税収の見込額 

一般会計より受入 42 

（▲166） 

特別会計法第 227 条の規定による復興費用及び復興債の償

還費用の財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

特別会計より受入 2 

（皆増） 

特別会計法附則第 231 条第 13 項の規定により食料安定供

給特別会計から受け入れる受入見込額 

復興公債金 2,183  

（▲7,058） 

復興財源確保法第 69 条第 4 項の規定により発行する復興

債に係る公債金収入の見込額 

公共事業費負担金

収入 

8 

（▲498） 

国が施行する公共事業に必要な経費のうち、地方公共団体等

が負担する負担金の受入見込額 

災害等廃棄物処理

事業費負担金収入 

8 

（＋5） 

 

「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特

別措置法」（平 23 法 99）第 5 条第 1 項の規定により市町

村が負担する負担金の受入見込額 

雑収入 3,155  

（▲3,508） 

 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質

による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法

110）第 44 条第１項の規定により関係原子力事業者が負担

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 

9,318
（▲11,422）

原子力災害

復興関係経費
4,690

（▲2,810）
9,318

（▲11,422）

復興特別所得税
3,920

（▲191）

税外収入
3,170

（▲4,008）

復興公債金
2,183

（▲7,058）

復興加速化・
福島再生予備費

1,500
（▲1,500）

その他の東日本大
震災関係経費

837
（▲221）

国債整理基金特別会計への繰入等
277（▲41）

復興関係公共事業等
598（▲4,678）

災害救助等関係経費
62

（▲54）

災害関連融資関係経費
28（▲44）

地方交付税交付金
1,325

（▲2,073）

一般会計より受入
42（▲166）

特別会計より受入
2（皆増）
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